




 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま

す 。 
平 成 二 十 九 年 十 月 十 七 日 

                        三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬 

三 重 県 条 例 第 五 十 三 号 

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。 

第 二 条 第 三 号 イ (2
)

中 「 第 二 条 の 三 第 三 号 に お い て 」 を 「 以 下 」 に 改 め 、 同 号 中 ハ を ニ と

し 、 ロ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。 

ハ 第 二 条 の 四 に 規 定 す る 場 合 に 該 当 す る 非 常 勤 職 員 （ そ の 養 育 す る 子 の 一 歳 六 箇 月

到 達 日 に お い て 当 該 子 に つ い て 育 児 休 業 を し て い る 非 常 勤 職 員 に 限 る 。 ） 

第 二 条 の 三 第 二 号 中 「 こ の 条 に お い て 」 を 削 る 。 

第 二 条 の 四 を 第 二 条 の 五 と し 、 第 二 条 の 三 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。 

（ 育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 場 合 ） 

第 二 条 の 四 育 児 休 業 法 第 二 条 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 場 合 は 、 一 歳 六 箇 月 か ら 二 歳 に 達 す

る ま で の 子 を 養 育 す る た め 、 非 常 勤 職 員 が 当 該 子 の 一 歳 六 箇 月 到 達 日 の 翌 日 （ 当 該 子 の

一 歳 六 箇 月 到 達 日 後 の 期 間 に お い て こ の 条 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 し て そ の 任 期 の 末 日 を 育

児 休 業 の 期 間 の 末 日 と す る 育 児 休 業 を し て い る 非 常 勤 職 員 で あ っ て 、 当 該 任 期 が 更 新 さ

れ 、 又 は 当 該 任 期 の 満 了 後 に 特 定 の 職 に 引 き 続 き 採 用 さ れ る も の に あ っ て は 、 当 該 任 期

の 末 日 の 翌 日 又 は 当 該 引 き 続 き 採 用 さ れ る 日 ） を 育 児 休 業 の 期 間 の 初 日 と す る 育 児 休 業

を し よ う と す る 場 合 で あ っ て 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 と す る 。 

一 当 該 子 に つ い て 、 当 該 非 常 勤 職 員 が 当 該 子 の 一 歳 六 箇 月 到 達 日 に お い て 育 児 休 業 を

し て い る 場 合 又 は 当 該 非 常 勤 職 員 の 配 偶 者 が 当 該 子 の 一 歳 六 箇 月 到 達 日 （ 当 該 配 偶 者

が す る 地 方 等 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ た 日 が 当 該 子 の 一 歳 六 箇 月 到 達 日 後 で あ る

場 合 に あ っ て は 、 当 該 末 日 と さ れ た 日 ） に お い て 地 方 等 育 児 休 業 を し て い る 場 合 

二 当 該 子 の 一 歳 六 箇 月 到 達 日 後 の 期 間 に つ い て 育 児 休 業 を す る こ と が 継 続 的 な 勤 務 の

た め に 特 に 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 に 該 当 す る 場 合 

第 三 条 第 六 号 中 「 別 居 し た こ と 」 の 下 に 「 、 育 児 休 業 に 係 る 子 に つ い て 児 童 福 祉 法 第 三

十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 保 育 所 、 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の

推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二 条 第 六 項 に 規 定 す る 認 定 こ ど も 園 又

は 児 童 福 祉 法 第 二 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 家 庭 的 保 育 事 業 等 （ 以 下 「 保 育 所 等 」 と い う 。 ）

に お け る 保 育 の 利 用 を 希 望 し 、 申 込 み を 行 っ て い る が 、 当 面 そ の 実 施 が 行 わ れ な い こ と 」

を 加 え 、 同 条 に 次 の 一 号 を 加 え る 。 

九 第 二 条 の 四 に 規 定 す る 場 合 に 該 当 す る こ と 。 

第 四 条 中 「 別 居 し た こ と 」 の 下 に 「 、 育 児 休 業 に 係 る 子 に つ い て 保 育 所 等 に お け る 保 育

の 利 用 を 希 望 し 、 申 込 み を 行 っ て い る が 、 当 面 そ の 実 施 が 行 わ れ な い こ と 」 を 加 え る 。 

第 十 一 条 第 七 号 中 「 別 居 し た こ と 」 の 下 に 「 、 育 児 短 時 間 勤 務 に 係 る 子 に つ い て 保 育 所

等 に お け る 保 育 の 利 用 を 希 望 し 、 申 込 み を 行 っ て い る が 、 当 面 そ の 実 施 が 行 わ れ な い こ と 」

を 加 え る 。 
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附 則 

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
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三 重 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

平 成 二 十 九 年 十 月 十 七 日 

                        三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬 

三 重 県 条 例 第 五 十 四 号 

三 重 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

三 重 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 二 条 第 三 項 中 「 別 表 第 二 十 七 」 を 「 別 表 第 二 十 八 」 に 改 め る 。 

別 表 第 一 第 二 百 八 号 の 項 中 「 通 訳 案 内 士 の 」 を 「 全 国 通 訳 案 内 士 の 」 に 、 「 通 訳 案 内 士

登 録 申 請 手 数 料 」 を 「 全 国 通 訳 案 内 士 登 録 申 請 手 数 料 」 に 改 め 、 同 表 第 二 百 九 号 の 項 中 「 通

訳 案 内 士 登 録 証 の 」 を 「 全 国 通 訳 案 内 士 登 録 証 の 」 に 、 「 通 訳 案 内 士 登 録 証 変 更 手 数 料 」

を 「 全 国 通 訳 案 内 士 登 録 証 変 更 手 数 料 」 に 改 め 、 同 表 第 二 百 九 号 の 二 の 項 中 「 通 訳 案 内 士

登 録 証 の 」 を 「 全 国 通 訳 案 内 士 登 録 証 の 」 に 、 「 通 訳 案 内 士 登 録 証 再 交 付 手 数 料 」 を 「 全

国 通 訳 案 内 士 登 録 証 再 交 付 手 数 料 」 に 改 め 、 同 表 第 二 百 十 号 の 項 か ら 第 二 百 十 二 号 の 項 ま

で の 規 定 中 「 第 四 条 」 を 「 第 五 条 」 に 改 め 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。 

二 百 十 二 の 二 

 

旅 行 業 法 第 二 十 三 条 及 び 旅 行

業 法 施 行 令 第 五 条 第 二 項 の 規

定 に 基 づ く 旅 行 サ ー ビ ス 手 配

業 の 登 録 の 申 請 に 対 す る 審 査 

旅 行 サ ー ビ ス 手 配 業

登 録 申 請 手 数 料 

 

一 万 五 千

円 

 別 表 第 一 第 三 百 十 号 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。 

三 百 十 の 二 不 動 産 特 定 共 同 事 業 法 第 四 十

一 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 小

規 模 不 動 産 特 定 共 同 事 業 の 登

録 の 申 請 に 対 す る 審 査 

小 規 模 不 動 産 特 定 共

同 事 業 の 登 録 申 請 手

数 料 
六 万 円 

三 百 十 の 三 不 動 産 特 定 共 同 事 業 法 第 四 十

一 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ く 小

規 模 不 動 産 特 定 共 同 事 業 の 登

録 の 更 新 の 申 請 に 対 す る 審 査 

小 規 模 不 動 産 特 定 共

同 事 業 の 登 録 更 新 申

請 手 数 料 

六 万 円 

 別 表 第 一 第 三 百 五 十 五 号 の 十 七 の 項 中 「 別 表 第 二 十 六 」 を 「 別 表 第 二 十 七 」 に 改 め 、 同

項 を 同 表 第 三 百 五 十 五 号 の 十 八 の 項 と し 、 同 表 第 三 百 五 十 五 号 の 十 六 の 項 中 「 別 表 第 二 十

五 」 を 「 別 表 第 二 十 六 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 第 三 百 五 十 五 号 の 十 七 の 項 と し 、 同 表 第 三 百

五 十 五 号 の 十 五 の 項 中 「 別 表 第 二 十 四 」 を 「 別 表 第 二 十 五 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 第 三 百 五

十 五 号 の 十 六 の 項 と し 、 同 表 第 三 百 五 十 五 号 の 十 四 の 項 中 「 別 表 第 二 十 三 」 を 「 別 表 第 二

十 四 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 第 三 百 五 十 五 号 の 十 五 の 項 と し 、 同 表 第 三 百 五 十 五 号 の 十 三 の

項 中 「 別 表 第 二 十 二 」 を 「 別 表 第 二 十 三 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 第 三 百 五 十 五 号 の 十 四 の 項

と し 、 同 表 第 三 百 五 十 五 号 の 十 二 の 項 中 「 別 表 第 二 十 一 」 を 「 別 表 第 二 十 二 」 に 改 め 、 同

項 を 同 表 第 三 百 五 十 五 号 の 十 三 の 項 と し 、 同 表 第 三 百 五 十 五 号 の 十 一 の 項 中 「 別 表 第 二 十 」

を 「 別 表 第 二 十 一 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 第 三 百 五 十 五 号 の 十 二 の 項 と し 、 同 表 第 三 百 五 十

五 号 の 十 の 項 中 「 別 表 第 十 九 」 を 「 別 表 第 二 十 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 第 三 百 五 十 五 号 の 十

一 の 項 と し 、 同 表 三 百 五 十 五 号 の 九 の 項 を 同 表 第 三 百 五 十 五 号 の 十 の 項 と し 、 同 表 第 三 百

平成29年10月17日 三 重 県 公 報 号 外

5



五 十 五 号 の 八 の 項 中 「 別 表 第 十 八 」 を 「 別 表 第 十 九 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 第 三 百 五 十 五 号

の 九 の 項 と し 、 同 表 第 三 百 五 十 五 号 の 七 の 項 中 「 別 表 第 十 七 」 を 「 別 表 第 十 八 」 に 改 め 、

同 項 を 同 表 第 三 百 五 十 五 号 の 八 の 項 と し 、 同 表 第 三 百 五 十 五 号 の 六 の 項 中 「 別 表 第 十 七 」

を 「 別 表 第 十 八 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 第 三 百 五 十 五 号 の 七 の 項 と し 、 同 表 第 三 百 五 十 五 号

の 五 の 項 中 「 別 表 第 十 六 」 を 「 別 表 第 十 七 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 第 三 百 五 十 五 号 の 六 の 項

と し 、 同 表 第 三 百 五 十 五 号 の 四 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。 

三 百 五 十 五 の

五 

住 宅 確 保 要 配 慮 者 に 対 す る 賃 貸

住 宅 の 供 給 の 促 進 に 関 す る 法 律

（ 平 成 十 九 年 法 律 第 百 十 二 号 ）

第 九 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 登

録 の 申 請 又 は 第 十 二 条 第 一 項 の

規 定 に 基 づ く 登 録 事 項 等 の 変 更

の 届 出 に 係 る 審 査 

住 宅 確 保 要 配 慮 者 円

滑 入 居 賃 貸 住 宅 事 業

登 録 及 び 変 更 の 登 録

審 査 手 数 料 

別 表 第 十

六 に 定 め

る 金 額 

 別 表 第 二 十 七 を 別 表 第 二 十 八 と し 、 別 表 第 十 六 か ら 別 表 第 二 十 六 ま で を 一 表 ず つ 繰 り 下

げ 、 別 表 第 十 五 の 次 に 次 の 一 表 を 加 え る 。 

別 表 第 十 六 （ 住 宅 確 保 要 配 慮 者 円 滑 入 居 賃 貸 住 宅 事 業 登 録 及 び 変 更 の 登 録 審 査 手 数 料 ） 

住 宅 確 保 要 配 慮 者 円 滑 入 居 賃 貸

住 宅 事 業 を 行 お う と す る 住 宅 戸

数 

住 宅 確 保 要 配 慮 者 円 滑 入

居 賃 貸 住 宅 事 業 の 新 た な

登 録 に 係 る 審 査 手 数 料 
住 宅 確 保 要 配 慮 者 円

滑 入 居 賃 貸 住 宅 事 業

登 録 事 項 又 は 添 付 書

類 の 記 載 事 項 の 変 更

の 登 録 に 係 る 審 査 手

数 料 

一 戸 の も の 六 千 八 百 円 千 百 円 

二 戸 以 上 四 戸 以 内 の も の 七 千 八 百 円 千 百 円 

五 戸 以 上 九 戸 以 内 の も の 九 千 六 百 円 二 千 九 百 円 

十 戸 以 上 十 九 戸 以 内 の も の 一 万 千 五 百 円 四 千 七 百 円 

二 十 戸 以 上 二 十 九 戸 以 内 の も の 一 万 二 千 百 円 五 千 三 百 円 

三 十 戸 以 上 三 十 九 戸 以 内 の も の 一 万 二 千 九 百 円 六 千 二 百 円 

四 十 戸 以 上 四 十 九 戸 以 内 の も の 一 万 三 千 七 百 円 六 千 九 百 円 

五 十 戸 以 上 九 十 九 戸 以 内 の も の 一 万 六 千 円 九 千 二 百 円 

百 戸 以 上 の も の 二 万 五 百 円 一 万 三 千 七 百 円 

備 考 

 家 計 を 異 に す る 者 が 複 数 で 居 住 す る 事 業 を 行 う 場 合 に つ い て は 、 家 計 を 同 一 に す る

も の を 一 戸 と し て 算 定 す る 。 

   附 則 

 こ の 条 例 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 

一 別 表 第 一 第 二 百 十 二 号 の 項 の 次 に 一 項 を 加 え る 改 正 規 定 公 布 の 日 

二 前 号 、 次 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 以 外 の 改 正 規 定 平 成 二 十 九 年 十 月 二 十 五 日 

三 別 表 第 一 第 三 百 十 号 の 項 の 次 に 二 項 を 加 え る 改 正 規 定 平 成 二 十 九 年 十 二 月 一 日 
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四 別 表 第 一 第 二 百 八 号 の 項 か ら 第 二 百 十 二 号 の 項 ま で の 改 正 規 定 平 成 三 十 年 一 月 四

日 
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 三 重 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。 
平 成 二 十 九 年 十 月 十 七 日 

                        三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬   

三 重 県 条 例 第 五 十 五 号 

三 重 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

三 重 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 （ 昭 和 四 十 六 年 三 重 県 条 例 第 六 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。 

第 二 十 四 条 の 二 第 一 項 第 一 号 中 「 第 百 七 十 九 条 ま で 」 を 「 第 百 七 十 八 条 ま で 、 第 百 八 十

条 」 に 改 め る 。 

附 則 

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
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三 重 県 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 二 十 九 年 十 月 十 七 日 

                        三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬 

三 重 県 条 例 第 五 十 六 号 

三 重 県 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 三 重 県 営 住 宅 条 例 （ 平 成 九 年 三 重 県 条 例 第 五 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 第 十 四 条 第 一 項 中 「 次 条 第 二 項 」 を 「 次 条 第 三 項 」 に 、 「 同 条 第 三 項 」 を 「 同 条 第 四 項 」

に 、 「 （ 第 三 項 」 を 「 （ 第 四 項 」 に 改 め 、 「 た だ し 、 入 居 者 」 の 下 に 「 （ 次 条 第 二 項 に 規

定 す る 入 居 者 は 除 く 。 ） 」 を 、 「 規 定 に よ る 」 の 下 に 「 報 告 の 」 を 加 え る 。 

第 十 五 条 第 三 項 を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 中 「 前 項 」 を 「 第 一 項 」 に 改 め 、 「 申 告 」

の 下 に 「 及 び 前 項 の 規 定 に よ る 収 入 の 把 握 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項

の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。 

２ 知 事 は 、 入 居 者 （ 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 五 条 の 二 第 一 項 に 規 定

す る 認 知 症 で あ る 者 、 知 的 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 三 十 七 号 ） に い う 知 的 障 

害 者 そ の 他 の 法 第 十 六 条 第 四 項 に 規 定 す る 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 者 に 該 当 す る 者 に 限

る 。 ） が 前 項 に 規 定 す る 収 入 の 申 告 を す る こ と 及 び 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告

の 請 求 に 応 じ る こ と が 困 難 な 事 情 に あ る と 認 め る と き は 、 同 項 の 規 定 に よ る 書 類 の 閲 覧

の 請 求 そ の 他 の 法 第 十 六 条 第 四 項 に 規 定 す る 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 方 法 に よ り 当 該 入

居 者 の 収 入 を 把 握 す る こ と が で き る 。 

第 三 十 六 条 及 び 第 三 十 七 条 中 「 第 十 一 条 」 を 「 第 十 二 条 」 に 改 め る 。 

   附 則 

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る こ の 条 例 に よ る 改

正 後 の 三 重 県 営 住 宅 条 例 第 十 五 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 五 条 の 二

第 一 項 」 と あ る の は 、 「 第 五 条 の 二 」 と す る 。 
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 公 衆 に 著 し く 迷 惑 を か け る 暴 力 的 不 良 行 為 等 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 二 十 九 年 十 月 十 七 日 

三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬 

三 重 県 条 例 第 五 十 七 号 

   公 衆 に 著 し く 迷 惑 を か け る 暴 力 的 不 良 行 為 等 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 

  公 衆 に 著 し く 迷 惑 を か け る 暴 力 的 不 良 行 為 等 の 防 止 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 八 年 三 重 県

条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 第 九 条 中 「 同 条 第 二 項 」 を 「 同 条 第 三 項 」 に 改 め 、 同 条 第 一 号 中 「 又 は こ れ ら の 場 所 に

押 し 掛 け る 」 を 「 こ れ ら の 場 所 に 押 し 掛 け 、 又 は こ れ ら の 場 所 の 付 近 を う ろ つ く 」 に 改 め 、

同 条 第 五 号 中 「 電 子 メ ー ル （ 特 定 電 子 メ ー ル の 送 信 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年

法 律 第 二 十 六 号 ） 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 電 子 メ ー ル を い う 。 ） 若 し く は こ れ に 類 す る 通

信 方 式 を 用 い る も の を 送 信 し 、 若 し く は フ ァ ク シ ミ リ 装 置 を 用 い て 送 信 す る 」 を 「 フ ァ ク

シ ミ リ 装 置 を 用 い て 送 信 し 、 若 し く は 電 子 メ ー ル の 送 信 等 を す る 」 に 改 め 、 同 条 第 八 号 中

「 性 的 し ゆ う 恥 心 」 を 「 性 的 羞 恥 心 」 に 、 「 告 げ 、 」 を 「 告 げ 」 に 、 「 図 画 そ の 他 の 物 を

送 付 し 、 」 を 「 図 画 、 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ つ て は 認

識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ つ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供

さ れ る も の を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 記 録 媒 体 そ の 他 の 物 を 送 付 し 若 し

く は そ の 知 り 得 る 状 態 に 置 き 、 又 は そ の 性 的 羞 恥 心 を 害 す る 電 磁 的 記 録 そ の 他 の 記 録 を 送

信 し 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。 

２ 前 項 第 五 号 の 「 電 子 メ ー ル の 送 信 等 」 と は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 行 為 （ 電 話

を か け る こ と 及 び フ ァ ク シ ミ リ 装 置 を 用 い て 送 信 す る こ と を 除 く 。 ） を い う 。 

一 電 子 メ ー ル そ の 他 の そ の 受 信 を す る 者 を 特 定 し て 情 報 を 伝 達 す る た め に 用 い ら れ

る 電 気 通 信 （ 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す

る 電 気 通 信 を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） の 送 信 を 行 う こ と 。 

二 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 特 定 の 個 人 が そ の 入 力 す る 情 報 を 電 気 通 信 を 利 用 し て 第

三 者 に 閲 覧 さ せ る こ と に 付 随 し て 、 そ の 第 三 者 が 当 該 個 人 に 対 し 情 報 を 伝 達 す る こ と

が で き る 機 能 が 提 供 さ れ る も の の 当 該 機 能 を 利 用 す る 行 為 を す る こ と 。  

 第 十 五 条 第 一 項 第 二 号 中 「 第 九 条 」 を 「 第 九 条 第 一 項 」 に 改 め る 。 

   附 則 

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 十 二 月 十 八 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 九 条 の 改 正 規 定 （ 「 同

条 第 二 項 」 を 「 同 条 第 三 項 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。 
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